
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
潤滑剤を介在させて接触させた一対の回転体を有し、高周速度を有する回転体から低周速
度を有する回転体へ動力の伝動を行う機構であって、両回転体の接触面に仕上げ加工を施
して加工目を形成した摩擦伝動機構において、
前記加工目を、何れの回転体においても周方向に沿って設けると共に、高周速側回転体の
接触面のあらさを、低周速側回転体の接触面のあらさ したことを特徴とする
摩擦伝動機構。
【請求項２】
潤滑剤を介在させて接触させた一対の回転体を有し、高周速度を有する回転体から低周速
度を有する回転体へ動力の伝動を行う機構であって、両回転体の接触面に仕上げ加工を施
して加工目を形成した摩擦伝動機構において、
前記加工目を、何れの回転体においても軸方向に沿って設けると共に、高周速側回転体の
接触面のあらさを、低周速側回転体の接触面のあらさ したことを特徴とする
摩擦伝動機構。
【請求項３】
潤滑剤を介在させて接触させた一対の回転体を有し、高周速度を有する回転体から低周速
度を有する回転体へ動力の伝動を行う機構であって、両回転体の接触面に仕上げ加工を施
して加工目を形成した摩擦伝動機構において、

高周速側回転体の加工目を、軸方向に沿
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よりも小さく

よりも大きく

両回転体の加工目の方向性を異ならせると共に、



って設けたことを特徴とする摩擦伝動機構。
【請求項４】
前記両回転体の接触面の合成あらさが０．８μｍ以下であることを特徴とする請求項１、
２又は３記載の摩擦伝動機構。
【請求項５】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、潤滑剤を介在させて接触させた一対の回転体を有し、一方の回転体を駆動して
他方の回転体へ動力を伝動する摩擦伝動機構に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
動力伝動あるいは無段階変速等に供せられる摩擦伝動機構として、駆動側の回転体と従動
側の回転体とを潤滑油を介在させて接触させ、油膜内に生じた剪断力を利用して回転体間
で動力伝達を行なうものがある。
【０００３】
ところで、この種の摩擦伝動機構では、回転体同士が滑り接触するため、油膜破断による
回転体同士の直接接触が生じやすく、潤滑不良に至る可能性が高い。従って、かかる機構
においては、油膜破断の発生頻度を如何に少なくするかが極めて重要な問題である。
【０００４】
従来では、回転体の接触面に超仕上げ等の精密な仕上げ加工を施すことにより、回転体表
面のあらさの大きさを可能な限り小さくして油膜破断の発生頻度を減少させている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、表面あらさの大きさを小さくするにはコストがかかる。また、高速回転、高負荷
等の厳しい使用環境下では、接触部の油膜厚さが薄くなり易く、油膜破断の可能性が高く
なる。
【０００６】
そこで、本発明は、回転体同士の接触部における油膜破断の発生頻度を低コストで抑制し
、これによって苛酷な使用環境下でも良好な潤滑性を確保することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的の達成のため、本発明では、潤滑剤を介在させて接触させた一対の回転体を有し
、高周速度を有する回転体から低周速度を有する回転体へ動力の伝動を行う機構であって
、両回転体の接触面に仕上げ加工を施して加工目を形成した摩擦伝動機構において、前記
加工目を、何れの回転体においても周方向に沿って設けると共に、高周速側回転体の接触
面のあらさを、低周速側回転体の接触面のあらさ した。
【０００８】
また、潤滑剤を介在させて接触させた一対の回転体を有し、高周速度を有する回転体から
低周速度を有する回転体へ動力の伝動を行う機構であって、両回転体の接触面に仕上げ加
工を施して加工目を形成した摩擦伝動機構において、前記加工目を、何れの回転体におい
ても軸方向に沿って設けると共に、高周速側回転体の接触面のあらさを、低周速側回転体
の接触面のあらさ した。
【０００９】
また、潤滑剤を介在させて接触させた一対の回転体を有し、高周速度を有する回転体から
低周速度を有する回転体へ動力の伝動を行う機構であって、両回転体の接触面に仕上げ加
工を施して加工目を形成した摩擦伝動機構において、

高周速側回転体の加工目を、軸方向に沿って設けた。
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高周速側回転体の接触面のあらさを、低周速側回転体の接触面のあらさよりも大きくした
請求項３記載の摩擦伝動機構。

よりも小さく

よりも大きく

両回転体の加工目の方向性を異なら
せると共に、 この場合、高周速側回



【００１０】
両回転体の接触面の合成あらさは、０．８μｍ以下であるのが望ましい。
【００１１】
【作用】
▲１▼　一般に加工目は、互いに平行な筋状の凸部を多数含んでいる。そして、このよう
な加工目を形成すると、潤滑剤は各凸部の間の凹部に帯状に貯留されると考えられる。こ
のため、回転体の表面あらさを小さくすれば、凸部の高さが低くなり、凹部に蓄えられる
潤滑剤の量も少なくなる。
【００１２】
一方、回転体の加工目が周方向に形成されていると、回転体の回転時には、潤滑剤が凹部
を通って接触部外へ流出し易い。そして、この時の流出量は回転体の回転速度に比例して
増大すると考えられる。
【００１３】
従って、加工目を何れの回転体においても周方向に設けた場合に、高周速側回転体の接触
面のあらさを、低周速側回転体の接触面のあらさ以下にすれば、接触部から接触部外へ流
出する潤滑剤の量が減少し、その結果として接触部の油膜厚さが厚くなるので、油膜破断
を防止することが可能となる。
【００１４】
▲２▼　両回転体は、軸方向に沿って相手部材と直線的に接触する。このため、加工目を
軸方向に設けると、潤滑剤を蓄えた帯状の凹部が接触部の全領域を、その側方から波状的
に通過することになり、潤滑剤が接触部の全領域にむらなく連続供給される。また、高周
速側回転体の凹部は、低周速側回転体に比べてより頻繁に接触部を通過する。
【００１５】
一方、回転体の表面あらさを大きくすると、凸部の高さが高くなり、凹部に蓄えられる潤
滑剤の量も増大する。
【００１６】
従って、加工目を、何れの回転体においても軸方向に設けた場合に、高周速側回転体の接
触面のあらさを、低周速側回転体の接触面のあらさ以上とすれば、より多くの潤滑剤が接
触部の全領域に連続供給され、その結果として油膜破断が防止される。
【００１７】
▲３▼　後述するように、一般に接触部における潤滑性の良否は、両回転体の接触面にお
けるあらさの大小関係よりも、加工目の方向性によってより顕著な影響を受ける。従って
、少なくとも高周速側の回転体に、潤滑性に優れる軸方向の加工目を設けておけば、油膜
破断を防止することができる。
【００１８】
【実施例】
以下、本発明の実施例を図１乃至図８に基づいて説明する。
【００１９】
図１に、無段階変速機に用いられる摩擦伝動機構の構造例を示す。この機構は、球曲面状
の外径面を有する駆動側の回転体（２）と、円錐状の外径面を有する従動側の回転体（４
）とを具備しており、両回転体（２）（４）は外径面同士を接触させて配置されている。
両回転体（２）（４）の回転軸（５）（６）は互いに平行であり且つ同一平面上に位置し
ている。回転体（２）（４）同士を接触させたまま何れか一方の回転体を母線方向に移動
させると、回転半径の比が変化するので、無段階変速が可能となる。
【００２０】
この摩擦伝動機構では、駆動側の回転体（２）と従動側の回転体（４）とが潤滑剤（例え
ば潤滑油）を介在させて接触しており、接触部（７）の油膜内に生じた剪断力を利用して
回転体（２）（４）間で動力伝達を行なう。
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転体の接触面のあらさを、低周速側回転体の接触面のあらさよりも大きくするのが望まし
い。



【００２１】
両回転体（２）（４）の接触部（７）では滑り接触が生じるため、一定量の動力損失は避
けられない。このため、接触部（７）における両回転体（２）（４）の周速度は、常に駆
動側が大きく従動側が小さい。この関係は、図示の構成とは反対に回転体（４）を駆動側
に、回転体（２）を従動側にした場合にも同様に成り立つ。
【００２２】
［実施例１］　双方の回転体（２）（４）の外径面（接触面）には、超仕上げ等の精密な
仕上げ加工を施して、図２に示すように、砥石の加工痕である加工目（８）（９）が周方
向に沿って形成される。また、仕上げ加工後の外径面のあらさは、駆動側（高周速側）の
回転体（２）の方が、従動側（低周速側）の回転体（４）よりも小さくされている。
【００２３】
一般に加工目（８）（９）は、互いに平行な筋状の凸部を多数含んでいる。そして、この
ような加工目（８）（９）を形成すると、潤滑油は各凸部の間の凹部に帯状に貯留される
と考えられる。このため、回転体の外径面のあらさを小さくすれば、凸部の高さが低くな
り、凹部に蓄えられる潤滑油の量も少なくなる。
【００２４】
一方、回転体（２）（４）の加工目（８）（９）が周方向に形成されていると、潤滑油が
凹部を通って両回転体（２）（４）の接触部（７）外へ流出し易くなる。そして、この時
の流出量は回転体の回転速度に比例して増大すると考えられる。
【００２５】
従って、加工目（８）（９）を何れの回転体（２）（４）においても周方向に設けた場合
に、駆動側回転体（２）（高周速側）の表面あらさの大きさを、従動側回転体（４）（低
周速側）の表面あらさ以下とすれば、接触部（７）から接触部外へ流出する潤滑油の量が
減少し、その結果として接触部（７）の油膜厚さが厚くなるので、油膜破断を防止するこ
とが可能となる。
【００２６】
［実施例２］　図３に本発明の第２の実施例を示す。これは、双方の回転体（２）（４）
の加工目（８）（９）を軸方向に向けて設けると共に、駆動側回転体（２）（高周速側）
の外径面のあらさを従動側回転体（４）（低周速側）の外径面のあらさよりも大きくした
ものである。ここで、軸方向とは、回転軸（５）（６）と平行な方向のみならず、接触部
（７）において周方向と直交し得るあらゆる方向を含む意である。
【００２７】
両回転体（２）（４）は、軸方向に沿って直線的に相手部材と接触する。このため、加工
目を軸方向に設けると、潤滑油を蓄えた帯状の凹部が接触部（７）の全領域を、その側方
から波状的に通過することになり、潤滑油が接触部（７）にむらなく連続供給される。ま
た、駆動側の回転体（２）は高周速を有するため、その凹部は従動側回転体（４）の凹部
に比べてより頻繁に接触部（７）を通過する。その一方、回転体の外径面のあらさを大き
くすると、凸部の高さが高くなり、凹部に蓄えられる潤滑油の量も増大する。従って、加
工目（８）（９）を何れの回転体（２）（４）においても軸方向に設けた場合には、駆動
側の回転体（２）のあらさを、従動側の回転体（４）のあらさ以上とすれば、より多くの
潤滑油を接触部に供給することができ、その結果として油膜破断を防止することが可能と
なる。
【００２８】
［実施例３］　図４に本発明の第３の実施例を示す。これは、従動側の回転体（４）の加
工目（９）を周方向に設けると共に、駆動側の回転体（２）の加工目（８）を軸方向に設
けたものである。
【００２９】
後述するように、一般に接触部（７）における潤滑性の良否は、両回転体（２）（４）の
外径面のあらさの大小関係よりも、当該外径面に設けた加工目（８）（９）の方向性によ
ってより大きな影響を受ける。従って、少なくとも駆動側の回転体（２）に、潤滑性に優
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れた軸方向の加工目（８）を設けておけば、油膜破断を防止することが可能となる。なお
、駆動側回転体（２）の加工目（８）だけでなく、従動側回転体（４）の加工目（９）を
軸方向に設けてもこれと同様の作用・効果が得られる。
【００３０】
以下、本発明の効果を実証するために行なった実験について説明する。
【００３１】
［実験１］　この実験は、図５（ａ）に示すように、軸受鋼製の２つの試験円筒Ａ、Ｂを
相対回転させてその外径面同士を滑り・転がり接触させ、焼付きが発生する際の回転速度
を測定するものである。円筒Ａの回転速度は２００ｒｐｍで一定とし、円筒Ｂの回転速度
は２００ｒｐｍから３０秒毎に１００ｒｐｍずつ焼付きが発生するまで増速させている。
使用した潤滑油はタービン油で、両円筒の最大接触圧力は１．４ＧＰａである。
【００３２】
円筒Ａ、Ｂの加工目（１１）（１２）は何れも周方向に形成されている。両円筒の中心線
平均あらさ（Ｒａ）は、０．０７μｍから０．５５μｍの間の４種類であり、あらさの大
きさを適宜組み合わせて実験を行なった。
【００３３】
この実験結果（図５（ｂ）参照）から、周方向の加工目（１１）（１２）同士を接触させ
た場合には、円筒Ａのあらさの大きさが円筒Ｂのあらさの大きさよりも大きい場合（図中
●プロット）の方が、逆の場合（同○プロット）より優れた耐焼付き性を有することが理
解できる。即ち、滑り・転がり接触する２物体の加工目が何れも２物体の相対移動方向と
平行に設けられている場合は、高周速で回転する物体のあらさを小さくすれば、耐焼付き
性を改善できるのである。従って、実施例１で説明したように、双方の加工目（８）（９
）を周方向に設けると共に、駆動側回転体（２）（高周速側）の表面あらさを、従動側回
転体（４）（低周速側）の表面あらさ以下にすれば、潤滑性能を改善することができる。
【００３４】
なお、ｂ図中の合成あらさとは、円筒Ａの中心線平均あらさ（ＲａＡ）と円筒Ｂの中心線
平均あらさ（ＲａＢ）を合成したものをいい、以下の式で定義される。
合成あらさ＝（ＲａＡ２ ＋ＲａＢ２ ）０ ． ５

【００３５】
（ｂ）図から明らかなように、焼き付き発生速度は合成あらさと略反比例の関係にある。
従って、合成あらさを過度に大きくするのは実用的でない。本出願人の実験によれば、０
．８μｍ以下の合成あらさであれば良好な耐焼付き性が得られることが確認できた。
【００３６】
［実験２］　この実験は、実験１と同様の条件下で、円筒Ａと円筒Ｂの加工目（８）（９
）を何れも軸方向に向けて焼付き発生速度を測定するものである（図６（ａ）参照）。
【００３７】
この実験結果（同図（ｂ）参照）から、円筒Ｂのあらさを円筒Ａのあらさ以上にすれば（
図中○プロット）、逆の場合（同●プロット）よりも耐焼付き性を改善できることが理解
できる。即ち、滑り・転がり接触する２物体の加工目が何れも２物体の相対移動方向と直
交する方向に設けられている場合は、高周速で回転する物体のあらさを大きくすれば、耐
焼付き性を改善できるのである。従って、実施例２で説明したように、双方の加工目（８
）（９）を軸方向に設けると共に、駆動側回転体（２）の表面あらさを、従動側回転体（
４）の表面あらさ以上にすれば、潤滑性能を改善することができる。
【００３８】
［実験３］　この実験は、実験１と同様の条件下で、円筒Ａ、Ｂの加工目（８）（９）の
方向性を異ならせて焼付き発生速度を測定するものである（図７（ａ）参照）。
【００３９】
この実験結果を同図（ｂ）に示す。但し、図中の丸プロット（○、●）は、円筒Ａの加工
目（１１）を周方向に形成すると共に、円筒Ｂの加工目（１２）を軸方向に形成した場合
を表し、四角プロット（□、■）は円筒Ａの加工目（１１）を軸方向とし、円筒Ｂの加工
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目（１２）を周方向とした場合を表す。また、白抜きプロット（○、□）は、円筒Ｂのあ
らさが円筒Ａより大きい場合を表し、黒塗りプロット（●、■）は円筒Ｂのあらさが円筒
Ａより小さい場合を表す。
【００４０】
この実験結果から、円筒Ｂの加工目（１２）を軸方向とする場合の方が、円筒Ａの加工目
（１１）を軸方向とするよりも耐焼付き性が向上することが理解できる。即ち、滑り・転
がり接触する２物体の加工目が軸方向と周方向である場合は、高周速で回転する物体の加
工目を軸方向とすれば、耐焼付き性を改善できるのである。従って、実施例３で説明した
ように、少なくとも駆動側回転体（２）（高周速側）の加工目（８）を軸方向に設ければ
、潤滑性能を改善することが可能となる。
【００４１】
また、図７（ｂ）より、耐焼付き性の良否には、円筒Ａ、Ｂのあらさの大小関係よりも、
加工目（８）（９）の方向性の方がより大きな影響を与えることが理解できる。従って、
加工目（８）（９）の方向性を回転体（２）（４）の間で異ならせる場合には、回転体（
２）（４）の周速度と加工目（８）（９）の方向性を十分に考慮する必要がある。
【００４２】
なお、以上の説明では、回転体（２）（４）の外径面が球曲面と円錐状面である摩擦伝動
機構を例に挙げたが、本発明の適用範囲はこれに限定されるものではなく、回転体（２）
（４）の一方、若しくは、その双方が円柱状である場合にも同様に適用可能である。また
、図１～図４では、図８（ａ）に示すように回転体（２）（４）同士を外接させて動力伝
動を行なう場合を例示したが、本発明は、同図（ｂ）に示すように、円柱状の回転体（１
４）を円筒状の回転体（１５）に内接させて動力伝達を行なう場合にも同様に適用するこ
とができる。
【００４３】
【発明の効果】
このように本発明によれば、加工目を、何れの回転体においても周方向に設けると共に、
高周速側回転体の接触面のあらさを、低周速側回転体の接触面のあらさ以下としているの
で、回転体の回転時に接触部から接触部外へ流出する潤滑剤の量が少なくなる。従って、
苛酷な使用環境下でも油膜破断による潤滑不良を防止することができる。また、少なくと
も一方の回転体の仕上げあらさはラフでよいので、従来品に比べて加工コストを抑制する
ことができる。
【００４４】
また、加工目を、何れの回転体においても軸方向に沿って設けると共に、高周速側回転体
の接触面のあらさを、低周速側回転体の接触面のあらさより以上とすれば、より多くの潤
滑剤が接触部の全領域に連続供給される。このため、上述の場合と同様に、苛酷な使用環
境下でも低コストで潤滑不良を防止することができる。
【００４５】
少なくとも高周速側回転体に、潤滑性に優れる軸方向の加工目を設けておけば、油膜破断
による潤滑不良の防止に一定の効果を奏することができる。そして、このように加工目の
方向性が適当であれば、仕上げ加工の精度が多少ラフであっても潤滑性の良否はそれほど
大きな影響を受けない。従って、加工コストを抑制することができる。
【００４６】
一般に、接触部における潤滑性能は、一対の回転体の接触面における合成あらさと略反比
例の関係にあるため、合成あらさを過度に大きくするのは実用的でない。本出願人の実験
によれば、０．８μｍ以下の合成あらさであれば満足すべき結果が得られることが明らか
になった。
【図面の簡単な説明】
【図１】摩擦伝動機構の一例を示す側面図である。
【図２】両回転体に周方向の加工目を設けた摩擦伝動機構の側面図である。
【図３】両回転体に軸方向の加工目を設けた摩擦伝動機構の側面図である。
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【図４】駆動側の回転体に軸方向の加工目を設けると共に、従動側の回転体に周方向の加
工目を設けた摩擦伝動機構の側面図である。
【図５】実験装置を示す斜視図（ａ）、及び、実験結果を表すグラフである（ｂ）。
【図６】実験装置を示す斜視図（ａ）、及び、実験結果を表すグラフである（ｂ）。
【図７】実験装置を示す斜視図（ａ）、及び、実験結果を表すグラフである（ｂ）。
【図８】図１中のＡ方向からみた外接型摩擦伝動機構の正面図（ａ）、及び、内接型摩擦
伝動機構の正面図である。
【符号の説明】
２　　回転体（高周速度側）
４　　回転体（低周速度側）
７　　接触部
８　　加工目
９　　加工目
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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